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○紀宝町福祉医療費の助成に関する条例 

平成１８年１月１０日 

条例第８７号 

改正 平成１８年９月２５日条例第１４８号 

平成２０年３月２７日条例第９号 

平成２０年６月２０日条例第１８号 

平成２２年３月８日条例第２号 

平成２４年６月１４日条例第１０号 

平成２５年３月７日条例第４号 

平成２６年６月１９日条例第１０号 

平成２６年９月２５日条例第１１号 

(目的) 

第１条 この条例は、障がい者、一人親家庭等の母又は父及び児童、子ど

も、６５歳以上老人並びに寡婦の医療費の一部を助成することにより、

これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的

とする。 

(定義) 

第２条 この条例において「障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当

する者をいう。 

（１） 身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)による身体障害

者手帳の交付を受けた身体障害者(児を含む。以下同じ。)で、その等

級が１級から３級までのもの 

（２） 知的障害者福祉法(昭和３５年法律第３７号)第１２条に規定す

る知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)

第１２条第１項に規定する児童相談所(以下「判定機関」という。)に

おいて、知的障害者(児を含む。以下同じ。)と判定された者のうち知

能指数が５０以下のもの 

（３） 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和２５年法律第１２
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３号)第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を

受けた精神障害者(児を含む。以下同じ。)で、その障害の等級が１級

のもの 

２ この条例において「一人親家庭等の母」とは、母子及び父子並びに寡

婦福祉法(昭和３９年法律第１２９号。以下この条において「法」という。)

第６条第１項に規定する配偶者のない女子(以下この項において「母」と

いう。)が、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者

(以下「１８歳未満児」という。)を養育している家庭の母をいう。ただ

し、前項に掲げる者を除く。 

３ この条例において「一人親家庭等の父」とは、法第６条第２項に規定

する配偶者のない男子(以下この項において「父」という。)が１８歳未

満児を療育している家庭の父をいう。ただし、第１項に掲げる者を除く。 

４ この条例において「一人親家庭等の児童」とは、次の各号のいずれか

に該当する者をいう。ただし、第１項に掲げる者を除く。 

（１） 法附則第３条第１項に規定する父母のない児童で１８歳未満児 

（２） 一人親家庭等の母又は父に養育されている１８歳未満児 

５ この条例において「子ども」とは、出生の日から１８歳に達する日以

降における最初の３月末日までの間にある者をいう。ただし、第１項及

び前項に掲げる者を除く。 

６ この条例において「６５歳以上老人」とは、高齢者の医療の確保に関

する法律(昭和５７年法律第８０号)による医療を受けることができない

６５歳の誕生日の属する月の初日から７０歳に到達した日の属する月の

末日までの間にある者をいう。ただし、第１項、第２項及び第３項に掲

げる者を除く。 

７ この条例において「寡婦」とは、法第６条第４項に定める寡婦のうち

６０歳の誕生日の属する月の初日から６５歳の誕生日の属する月の前月

の末日までの間にある者をいう。ただし、第１項に掲げる者を除く。 

８ この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和３３年
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法律第１９２号)、高齢者の医療の確保に関する法律及び規則で定める社

会保険各法をいう。 

９ この条例において「医療に関する給付」とは、次の各号のいずれかに

該当する給付をいう。 

（１） 対象者の負傷又は疾病につき医療保険各法による療養及び医療

の給付、入院時食事療養費の支給、保険外併用療養費、療養費、訪問

看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養

費の支給 

（２） 前号に掲げるもののほか、対象者の負傷又は疾病につき他の法

令の規定による国又は地方公共団体の負担における医療の給付又は支

給 

１０ この条例において「保険医療機関」とは、病院、診療所、薬局等医

療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱うものをいう。 

１１ この条例において「保護者」とは、親権を行う者、成年後見人又は

未成年後見人等であって、対象者を現に監護し、かつ、生計を維持して

いる者をいう。 

１２ この条例において「養育者」とは、児童扶養手当法(昭和３６年法律

第２３８号)第４条に規定する者であって、１８歳未満児を現に監護し、

かつ、生計を維持している者で、一人親家庭等の母又は父でない者をい

う。 

(対象者) 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象

者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、生

活保護法(昭和２５年法律第１４４号)による保護を受けている者を除く。 

（１） 町の区域内に住所を有する者 

（２） 医療保険各法の規定により医療に関する給付を受けることがで

きる者 

（３） 前条第１項から第７項までのいずれかに該当する者 



4/9 

(受給資格の認定及び更新) 

第４条 対象者がこの条例に定める福祉医療費及び証明書料の助成を受け

ようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定の申請を

行い町長の認定を受け、規則で定める受給資格を証する証明書の交付を

受けなければならない。ただし、対象者は、２以上の受給資格の認定を

受けることはできない。 

２ 前項の受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、

規則で定めるところにより１年ごとに受給資格の更新の申請を行い、町

長の認定を受けなければならない。 

３ 前２項の場合において、町長が必要と認めた場合は、対象者の保護者、

養育者又は配偶者その他の者で、対象者を現に監護している者(以下「保

護者等」という。)が対象者に代わり当該申請を行うことができるものと

する。 

(対象医療費) 

第５条 町長は、対象者の疾病又は負傷について医療に関する給付が行わ

れた場合において、当該医療に関する給付の額(一部負担金の納付が定め

られている場合は、当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医

療に要する費用の額及び入院時の食事療養に係る標準負担額(以下「標準

負担額」という。)の合算額に満たないときは、規則で定める手続に従い、

その者に対し、その満たない額(以下「対象費用額」という。)に相当す

る額を福祉医療費として助成する。ただし、次に掲げるものは、助成の

対象としない。 

（１） 当該疾病又は負傷について他の法令の規定により国又は地方公

共団体の負担による医療に関する給付が行われたときの当該医療に関

する給付の額 

（２） 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、

運営規則等で、保険給付に併せてこれに準ずる給付制度がある場合は

当該給付を受けることができる額(現に給付がなされるか否かにかか
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わらず、当該制度により給付を受けたものとみなしてこの条例の適用

をしないものとした額を含む。) 

（３） 精神障害者における通院以外の医療に関する対象医療費に相当

する額 

２ 前項に規定する医療に要する費用の額は、健康保険の療養の給付に要

する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要

した費用の額を超えることができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、６５歳以上老人及び寡婦にあっては、対

象医療費から標準負担額及び規則で定める本人負担額を控除した額を福

祉医療費として助成する。 

(証明書料の助成) 

第６条 町長は、受給資格者又は保護者等が福祉医療費の助成を申請する

ため、福祉医療費証明書料を支払ったときは、当該福祉医療費証明書の

交付を受けるために要する費用について、その者に対し、規則で定める

額を証明書料として助成する。ただし、助成の対象とならない福祉医療

費に係る証明書料を除く。 

(受給資格証の提示) 

第７条 受給資格者又は保護者等が福祉医療費及び証明書料の助成を受け

ようとする場合は、保険医療機関において医療に関する給付を受ける際

に、当該保険医療機関に対し受給資格証を提示しなければならない。 

(助成の申請) 

第８条 受給資格者又は保護者等が福祉医療費及び証明書料の助成を受け

ようとする場合は、規則で定めるところにより、町長に福祉医療費及び

証明書料の助成を申請しなければならない。 

２ 前項による申請は、助成の申請をすることができるときから２年を経

過したときは、することができない。 

(助成の決定) 

第９条 町長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容
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を審査し、当該申請に係る福祉医療費及び証明書料の助成額を決定し、

規則で定めるところにより決定した内容を通知する。 

(受給資格に係る変更等の届出) 

第１０条 受給資格者又は保護者等は、氏名、住所その他規則で定める事

項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは１４日以内

に、助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは速やかに、

規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。 

(損害賠償との調整) 

第１１条 町長は、受給資格者又は保護者等が対象者の疾病又は負傷に関

し損害賠償を受けたときは、当該疾病又は負傷に関する損害賠償の額の

限度において、福祉医療費及び証明書料の全部若しくは一部を助成せず、

又は既に助成した福祉医療費及び証明書料の額に相当する金額を返還さ

せることができる。 

(福祉医療費の返還) 

第１２条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費及び証明書料

の助成を受けた者があるときは、その者から、既に助成した福祉医療費

及び証明書料の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることがで

きる。 

２ 町長は、受給資格者又は保護者等が、高額介護合算療養費の支給を受

けたときは、その支給を受けた額の範囲内において、すでに助成した福

祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。 

(受給権の保護) 

第１３条 福祉医療費及び証明書料の助成を受ける権利は、譲渡し、又は

担保に供することはできない。 

(報告の徴収等) 

第１４条 町長は、受給資格の認定又は福祉医療費及び証明書料の助成を

受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書、その他の物件の提

出を求めることができる。 
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(委任) 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成１８年１月１０日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第２条

第１０項に規定する保険医療機関で受診した医療に係る福祉医療費の助

成については、なお合併前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例(平成

１３年紀宝町条例第７号)又は鵜殿村福祉医療費の助成に関する条例(平

成１３年鵜殿村条例第１号)(以下これらを「合併前の条例」という。)

の例による。 

３ 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続

その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみ

なす。 

附 則(平成１８年条例第１４８号) 

この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則(平成２０年条例第９号) 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則(平成２０年条例第１８号) 

この条例は、平成２０年９月１日から施行する。 

附 則(平成２２年条例第２号) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

(福祉医療費の助成に関する経過措置) 

２ 改正後の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例第２条第５項の規定は、

この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る福祉医

療費の助成について適用し、同日前の診療に係る福祉医療費の助成につ
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いては、なお従前の例による。 

(認定の申請に関する経過措置) 

３ 施行日の前日における受給資格者が、施行日において対象者となると

きは、紀宝町福祉医療費の助成に関する条例第４条に定める受給資格の

認定の申請があったものとみなすものとする。 

附 則(平成２４年条例第１０号) 

この条例は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則(平成２５年条例第４号) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

(福祉医療費の助成に関する経過措置) 

２ 改正後の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の

施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る福祉医療費の助成

について適用し、同日前の診療に係る福祉医療費の助成については、な

お従前の例による。 

(認定の申請に関する経過措置) 

３ 施行日の前日における受給資格者が、施行日において対象者となると

きは、紀宝町福祉医療費の助成に関する条例第４条に定める受給資格の

認定の申請があったものとみなすものとする。 

附 則(平成２６年条例第１０号) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２６年９月１日から施行する。 

(福祉医療費の助成に関する経過措置) 

２ 改正後の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後の診療に係る福祉医療費の助成について適用し、同日前の

診療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則(平成２６年条例第１１号) 

(施行期日) 
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１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 


